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１ はじめに 

当委員会は、平成 16 年 3 月 26 日より平成 17 年 3 月 28 日まで６回開催し、

長期施設整備基本計画などについて審議を行ってきたが、今回これらの審議案

件について意見具申を行うものである。 

なお、審議にあたっては、委員会及び部会を全て公開するとともに、府民意

見や意見陳述の公募を行うなど、透明性の高い委員会運営に努めた。 

 

２ 審議の基本的な視点 

近年、水需要が減少傾向にあることや今後、施設の老朽化が進むことなど、

水道を取り巻く環境の変化を考慮し、基本的な視点を、 

① 長期的に良質な水を安定的に効率良く給水できる整備計画になっているか 

② 近年の水需要動向などを反映した予測となっているか 

③ 事業実施にあたり、健全経営の維持が可能なものとなっているか  

として審議を進めた。 

 

３ 審議結果 

(1) 長期施設整備基本計画について 

本計画は、水道及び工業用水道事業それぞれについて、概ね５０年先を見

通し、今後２５年間で優先して整備すべき施設を、その重要性や老朽度など

を勘案した上で選定し、策定されたものである。その内容は、効率的な施設

整備や地震などの危機管理対策を目的として、老朽化施設の合理的な更新と

新たな施設整備などを行うものであり、本計画は妥当である。 

ただし、本計画に基づき事業を進めるにあたっては、長期的な計画である

ことから、広域化など水道事業を取り巻く環境の変化や今後の経営状況など

に柔軟に対応し、計画の見直しを行うことを要望する。 

1



 

 

2 

 

(2) 中期整備事業計画について 

本計画は、水道及び工業用水道事業それぞれの｢長期施設整備基本計画｣に

基づいて策定された計画である。その内容は、特に優先度の高い村野浄水場

や南部送水管路などの施設更新、地震や事故等の危機管理対策の強化、施設

の機能向上を図るものであり、本計画は妥当である。 

ただし、本計画に基づき事業を進めるにあたっては、以下の点に留意され

たい。 

・ 健全な経営を維持するために、効率的な事業実施に努めること。 

・ 今後、適宜、事業の再精査を行うとともに、経営や技術に関する新たな

手法の導入についても検討を行い、コスト縮減に努めること。 

・ 進捗状況などについて毎年、本委員会に報告すること。 

・ 厚生労働省作成の「水道ビジョン」や温室効果ガスの削減目標を示した

「京都議定書」などに鑑みて、水道事業体として積極的な環境保全の取組

みを行うこと。 

 

(3) 水需要予測について 

水需要予測の結果は水道事業経営に大きな影響を及ぼすことから、特に、

水需要部会を設け検討を行った。 

また、委員会として、ダム事業への利水参画などについて意見陳述の場を

設け、府民から様々な意見を聴くなど幅広い検討を行った。 

今回、府民意見に加えて、受水市町村からは、｢料金値上げを避けること｣

などの意見が寄せられており、水道部の考え方も含め総合的に検討した。 

水道事業にかかる水需要予測は、現時点での減要因、増要因を考慮するな

ど、適切な手法で計算されており、予測量２１６万㎥／日は妥当である。  
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また、これに基づく水源確保量も、渇水対策として利水安全度が考慮され、

必要水源量２３１万㎥／日は妥当である。 

工業用水道事業にかかる水需要予測は、現時点での既存事業所や新規立地

予定企業の使用水量見込みなど今後の需要変化が考慮されており、予測量

６７万㎥／日は妥当である。 

ただし、委員会として、府民や市町村の意見も踏まえ、以下の点を強く要

望しておく。 

・ 水需要については、不確定要素も多く、今後も、社会経済情勢の変化に対

応するため、適宜、予測の点検及び見直しを行うこと。 

・ 水源計画については、府民や市町村の意見からもわかるように様々な課題

があり、行政として判断されるものであるが、府政の重要課題であることか

ら、速やかに決定するとともに、引き続き、水源を取り巻く情勢の把握に努

め、的確に対応すること。 

・ 水源の費用負担が明確になり次第、経営に与える影響を評価すること。 

・ 大阪府の水道全体の危機管理などの観点から、既存の市町村独自水源(自己

水)の重要性とその有効活用を考慮し、水道用水の安定供給に努めること。 

 

４ おわりに 

当委員会としては、本格的な施設更新と維持管理の時代を迎える大阪府水道

部に対して、｢安全で良質な水を、安定的・効率的かつ低廉に供給する｣という

基本理念に基づき、常に受水市町村とともに府民の信頼に応える事業展開を図

ることができるように、今後とも、府民や市町村などと意見交換しつつ、積極

的な情報開示の下、不断の努力を重ねていくことを要望する。 
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大阪府の水源計画の評価について 
 

（意 見） 

 

 

 

 

 

平成 17 年８月 31 日 

 

 

 

大阪府水道部経営・事業等評価委員会 

 

 

１ はじめに 

  当委員会は、今回発表された大阪府の水源計画の内容について意見を取りまとめた。 

  なお、審議にあたっては、委員会審議を公開にすることにより、透明性の高い委員

会運営に努めた。 

 

 

２ 意  見 

  当委員会は、平成１７年８月３１日開催の「平成１７年度第１回大阪府水道部経営・

事業等評価委員会」において、大阪府の水源計画の内容について審議を行った。 

当委員会は、以下の理由により「水源計画量２３１万㎥／日の内訳として、丹生ダ

ム及び大戸川ダムから撤退し、既得水源２１０万㎥／日、臨海工業用水道企業団から

の転用１２万㎥／日、安威川ダム１万㎥／日、紀の川大堰１万㎥／日、大阪府工業用

水道事業からの転用７万㎥／日とする水源計画は妥当」と判断する。 

・ 本水源計画は、平成１７年３月２８日に当委員会が妥当であると評価した「平成

２７年度を目標とした水需要予測結果２１６万㎥／日」及び｢利水安全度を考慮した

必要水源量２３１万㎥／日｣に基づくものである。 

・ 本水源計画は、平成１７年度以降の府民負担が最小となり、既投資の有効活用、

長期的な視点での安定供給、危機管理の効果に照らしても最善の策である。 

 

ただし、委員会として、以下の点を強く要望する。 

・  大戸川ダム及び丹生ダムにおける撤退負担金等が明確になった段階で、新たな水

源計画が経営に及ぼす影響を分析し、中期経営計画に反映させること。 

・ 安威川ダム及び紀の川大堰に係る浄水施設の整備にあたっては、今後の水需要や

利水安全度の動向などを的確に把握し、それを踏まえて実施すること。 
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京都大学大学院工学研究科教授（環境工学） 

 

大阪府立文化情報センター所長 

 

公認会計士 

 

神戸大学工学部教授（都市地震防災） 

 

京都女子大学現代社会学部教授 

          （都市及び地方計画）

公立大学法人大阪府立大学理事 

（数量経済学・国際経済学）

大阪市立大学大学院経営学研究科教授 

         （経営分析・社会関連会計）

大阪府営水道協議会会長・堺市上下水道事業管理者 

 

      計８人 
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大阪府水道用水供給事業の

水需要予測

平成１７年（２００５年） ３月

大阪府水道部 2

検討内容

Ⅰ．将来水需要の推計

Ⅱ．水源等のあり方の検討

Ⅲ．今後の方向性

3

Ⅰ．将来水需要の推計
水需要予測の検討方針

◎目的 ：近年の水需要実績や社会

動向を踏まえた予測

◎目標年度 ：平成27年度

◎上位、中位、下位の幅を持った予測
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水需要の予測フロー
目標年度 ： 平成22年度（中間）、平成27年度（最終）

②
1人1日当たり使用水量

①
給水人口

③
既存の使用水量

④
新規開発に伴う水量

各市町村への聞き取り
調査等により推計

実績の動向を基に推計大阪府の将来人口から
上水道未普及人口を除く

生活用水有収水量 業務営業用水等有収水量

給水区域全体の需要水量

大阪府営水道の供給水量 ⑥市町村の自己水量

各市町村への聞き取り
調査等により推計

⑤有収率・負荷率

実績値を基に推計

幅をもった将来予測

予測が必要な項目

実績の動向を基に推計

生活用水 業務営業用水等
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）

予測値 上位

　　　　　中位

　　　　　下位

前回予測値

実績値

給水人口の推計結果

599614622
612622626

616

879（前回平成13年3月予測）

624（前回平成13年3月予測）

給水人口（万人） ※2

（大阪市を除く）

841862874
862876882

881
大阪府の人口（万人）

※1

下位中位上位下位中位上位

平成27年度平成22年度実績

（平成14年度）

※1 「『大阪府の将来人口推計（平成9年6月試算）』の点検について」（平成16年7月、大阪府企画調整部 企画室）

※2 上記※1を「日本の市区町村別将来推計人口の概要」（平成15年12月、国立社会保障・人口問題研究所）の人口で

比例配分し、簡易水道及び専用水道の給水人口を除いたもの

616

H22年 H27年H15年
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減少要因の例①

■全自動洗濯機の使用水量

6kgの洗濯物を洗う水量
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10年間で42％削減

1世帯あたり洗濯物6kgと
すると、10年前より
1世帯あたり67ℓ の節水

資料：家電メーカーヒアリング調査結果（代表機種の平均値）
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減少要因の例②

■食器洗い機の普及率

近年、急激に普及

手洗い

75ℓ
食器洗い機

16ℓ

大阪は全国平均

より高い普及率

1回あたりに換算すると 59ℓの
節水

資料：家電メーカーカタログ平均値 12

増加要因の例①
■水洗化率、自家風呂及び温水便座普及率の向上

94.692.2
87.9 89.5

75.1 77.1
79.2

80.7

82.4

84.0
85.5 86.8

88.3

24.9 34.9

40.4
45.8

49.8

50.5

60.1

0

20

40

60

80

100

S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14

普
及
率
（
％
）

自家風呂普及率
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温水便座普及率

資料：大阪府統計年鑑（大阪府）、消費動向調査年報（内閣府）

自家風呂の普及によ
り1世帯1日あたり約
300ℓの増加

水洗化により1人1日
あたり約50ℓの増加

温水便座の利用によ
り1人1日あたり約0.5ℓ
の増加
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増加要因

●散水・その他
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生活用1人1日当たり使用水量の推計結果

⇒ 実績10年間の時系列傾向分析による推計

使用データ ： 過去10年間

（平成6～15年度）

推計式

最も相関の高い逆ロジスティック

曲線

推定収束値を使用用途別に推計

（250リットル/人/日）
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大阪府（大阪市を除く）における
地下水利用による影響水量の累計
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日
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新規分

業務営業用水等の推計方法

●●●既存分

－●●新規増加分（開発等）

●●－新規減少分（地下水転換）

下位予測中位予測上位予測

業
務
営
業
用
水
等

既存分

従業者1人当たり使用水量
×従業者数

■予測の用途分類

個別計画等に基づき
水量を推計

■上位～下位の予測シナリオ設定

新規減少分（地下水転換）

新規増加分（開発等）

工場その他用

業務営業用
(実績の動向を基に
推計)

(将来新たに発生する

増減水量)

19

業務営業用水等の推計（既存分）

※ 従業者数の将来値は「大阪経済の産業別長期予測」結果表（大阪府産業開発研究所）を用いて推計
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20

業務営業用水等の使用水量（新規分）

68,00058,000合計

‐29,000‐17,000
地下水を利用した専用水道の増加量を

考慮し、年間 2,400m3が転換すると仮定Ｄ．地下水転換
減
少
分

1,9001,100
府の目標では、海外からの年間の観光客
数が148万人(H14)から317万人(H27)に増
加

Ｃ．観光人口の増加

9053
H13～H15の平均増加面積が継続
8,700m2(H15)から32,700m2(H27)に増加Ｂ．屋上緑化

66,30056,400
・堺北臨海部開発

・国際文化公園都市土地区画整備 等

市町村ヒアリングより水量設定
Ａ．開発計画

新
規
増
加
分

Ｈ27Ｈ22

水量（m3/日）
新規需要の種類と設定

※１

※１ 現況100m3／日以上の大口需要者による水量 約12.5万m3／日の
約20％に相当9
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業務営業用水等の推計結果
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H22年 H27年H15年
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有
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率
・
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率
（
％
）

有収率(実績値)

有収率(推計値)

負荷率(実績値)

負荷率(推計値)

有収率・負荷率の設定

最近5年間の平均値

⇒ 93.3％

最近5年間の最低値
⇒ 83.0％

H15年 H22年 H27年

23

259
261

253
257

246

239

215
216

210213

198
204

150

175

200

225

250

275

300

S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26

水
量
（
万
m
3
/
日
）

1日最大給水量　予測値 上位
　　　　　　　　　　　　　　　　中位
　　　　　　　　　　　　　　　　下位
　　　　　　　　　　　　　　　　実績値

1日平均給水量　予測値 上位
　　　　　　　　　　　　　　　　中位
　　　　　　　　　　　　　　　　下位
　　　　　　　　　　　　　　　　実績値

大阪府全域（大阪市を除く）における

1日平均及び1日最大給水量の推計結果

1日最大給水量

1日平均給水量

246

214

H22年 H27年H15年

24

市町村自己水の推計

継続の意思や問題の有無に応じて設定

カビ臭発生や渇水時の府営水
への振替

自己水の水量、水質、及び
老朽化等の問題による転換

現在の受水先（他団体）から、
府営水道に転換

0.03.013.8

H27H22H15

問題がなく継続予定

(万m3/日)

• 市町村自己水の府営水への転換が、最も進むと

予測されるケース（上位予測）を掲載。

• 中・下位予測に関しては、実状を考慮し段階的に転換

するものと想定した。

市
町
村
自
己
水

0.00.04.6

H27H22H15

0.04.46.6

H27H22H15

43.043.043.0

H27H22H15

43.050.468.0
H27H22H15

合計

10
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Ⅱ．水源等のあり方の検討

１．現状の水源計画

２．水需要面からの検討

３．複数水源の危機管理面からの検討

11
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１．現状の水源計画

現在の水源計画（給水量ベース）
【単位：万ｍ3 ／日】

既確保 ２１０

丹生ダム ２０ 撤退予定

大戸川ダム ３ 撤退予定

安威川ダム ７
紀の川大堰 ２
紀の川利水 １１ H14.8 紀伊丹生川ダム中止

２５３

（ 臨海工水転用 １２ H16.3 施設権確保 ）

30

２．水需要面からの検討

（１） 将来水需要予測結果（平成27年度）

単位 ： 万m3 /日

必要な水源

１日最大給水量の上位値を確保

さらに、近年の少雨化傾向を考慮（利水安全度の低下）

１日最大給水量

181202216

下位中位上位

１日平均給水量

151168180

下位中位上位

31

利水安全度とは

• 利水安全度とは、渇水

に対する利水の安全度

のこと

• 10年に1回の渇水年に

は、この程度まで、ダム

等の水源施設で確保で

きる水量が低下する可

能性があるという数値

 

通常年

 

渇水年 

利水容量 ダ

ム 

【イメージ図】

32

（２）少雨化傾向（利水安全度）の考慮

府営水道の水源施設の利水安全度
（淀川）は、７８％*1

10年に１回程度、水利権量の７８％し
か取水できない時期がある

*1 平成16年10月時点の国土交通省
近畿地方整備局調査結果

淀川の渇水は秋～冬にかけて発生

水需要量は、ほぼ日平均水量に相当

H

14

H

６

H

12

S

61

S

59

３

月

２

月

１

月

12

月

11

月

10

月

９

月

８

月

７

月

６

月

５

月

４

月

水需要の
ピーク

取水制限時期
（20%未満）

取水制限時期
（20%）

淀川水系における取水制限時期【方針】
利水安全度を考慮し、

１０年に１回程度の渇水
時にでも日平均給水量は
確保する

紀の川の渇水時期は春～夏であり、

淀川の渇水時期と異なる12
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淀川の渇水に対応するため、

日量２３１万m3を確保

１８０万m３ （上位１日平均給水量） ÷ ０．７８

＝ ２３１万m３

34

３．複数水源の危機管理面からの検討

淀川以外に水源を持たない大阪府営水道において、危機管
理上、複数水源は効果がある

水需要の減少

新規水源の

開発費用

各種の危機を想定

危機管理の効果と費用（費用対効果）を検証

複数水源の検討に当たって

35

淀川

泉州地域

北大阪地域

給水能力：７万m3/日

安威川で取水、浄水処理
北大阪地域へ送水

（１） 複数水源の概要

紀の川浄水場

安威川浄水場安威川系施設

給水能力：13万m3/日

紀の川で取水、浄水処理
泉州地域へ送水

紀の川系施設

36

（２） 複数水源の効果と費用

危機の発生頻度と影響期間等の条件は、考えられる

最悪のケースを想定

計算方法は「水道事業の費用対効果分析マニュアル

（日本水道協会）」による

渇水など危機的状況を想定し、複数水源の持つ

効果と費用を定量的に評価する

13
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○渇 水 ・・・ 近年の少雨化傾向考慮

○地 震 ・・・ 上町断層などによる直下型

○事 故 ・・・ 種類により影響範囲が異なる

水源 ・・・水質汚染事故による浄水場の取水停止

浄水場 ・・・設備事故による村野浄水場の停止

送水管 ・・・漏水事故等による断水

○その他（テロ）

･･･ 侵入防止・早期発見・早期対応が重要
･･･ 影響・対応は事故と同等

（３） 危機の想定

38

＜渇水＞

• ２０年間で３回発生
• 必要給水量の20％の取水制限

• 取水制限が２ヶ月間(＊１) 継続 （※１）： 過去３回実施された、２０％取水制限日数を平均

費用対効果の試算における仮定

• 他事業体（他水源）

からの応援給水

• 節水施策

• 過去20年間に５回の渇水（取水制限）が発生

• 今まで、取水制限による実質的な被害はなし

（取水制限は最大取水実績に対して実施）

• 平成４年以降は琵琶湖総合開発の完成により、渇水の傾向が変化

他の対策例現状と事例

１０１日

３日

１２日

５７日

４１日

１０％制限 ２０％制限１５％制限

１０％

１０％

１０～２０％

１０～２０％

１０～２０％

取水

制限率

－

－

１０日

－

－

制限日数

６０日秋～冬昭和 ６１

１４日秋平成 ６

－冬平成 １４

－秋平成 １２

１１５日秋～冬～春昭和 ５９

発生時期年度

（４） 危機の検討

39

＜地震＞

• 50年間で１回発生（分析マニュアルより）

• 阪神大震災と同程度の規模

費用対効果の試算における仮定

• 施設の耐震化

（実施中）

• 自家発電設備

（実施中）

• 浄水池の有効活用

• 相互応援体制等の

充実、強化

• 阪神淡路大震災では、一部配管の漏水等が発生したが、府営水の
送水には大きな支障はなし

• 市内の家庭までの給水管の復旧がポイント
（被害は小口径配管に集中）

• 「大阪あんしん水道計画」により、耐震化工事や応急給水、復旧体
制を整備

• 一番大きな被害が予想されるのは、上町断層系の地震

他の対策例現状と事例

縦ずれ逆断層断層分類

6.6～7.3マグニチュード

震度７府下における想定震度

北部：20km 南部：12km長さ

上町断層系名称

40

＜水源事故＞

• ２０年間で１回発生

• 全浄水場が１日停止

費用対効果の試算における仮定

• 早期発見・早期対

応体制の充実、強

化

• 水処理機能の強化

• 浄水池の有効活用

• 他事業体（他水源）

からの応援給水

• 早期発見・早期対応体制を整備

• 粉末活性炭・高度処理などにより有害物の高い除去能力

• 油の流入事故などは、毎年、３０件前後発生

• 粉末活性炭の注入などで対応。過去水源事故により、全浄水場が
停止したような事例はない

• 過去の大きな水源事故は以下のとおり

他の対策例現状と事例

粉末活性炭にて対応

庭窪浄水場は減量運転

●有機溶剤混入・異臭発生

庭窪取水場付近の原水で揮発性
有機溶剤臭を確認

平成６年
６月

取水停止に備え浄水池満水

実際は取水停止なし

● シアン流出

瀬田川で多量の魚が浮上。シアン
が検出。工場からの廃液が原因

昭和４３年
３月

影 響事 象年月

14
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＜浄水場での事故＞

• １０年間で２回発生

• 村野浄水場が半日停止

費用対効果の試算における仮定

• 村野浄水場でのさら

なる系統分割

（計画中）

• 他事業体からの応

援給水

• 浄水池の有効活用

• 村野浄水場の系統分割、電源の二重化により、全量停止の可能性

は低い

• 村野浄水場が長時間、全量停止するような事故は過去にない

• 近年１０年間で送水に影響が発生したのは以下のとおり

• 事故後、現施設では安全対策、危機対策を実施中

他の対策例現状と事例

村野浄水場の送水能力
が半量に減少

●送水ポンプ電気装置焼損

老朽化した電気装置が焼損し、火災
が発生。第２ポンプ所停止

平成９年

７月

一部市町村の受水制限
を実施

●薬品処理異常

苛性ソーダの注入異常により、高い
ｐHの水が送水された

平成１０年
１月

影 響事 象年月

42

＜送水管路事故＞

• 年１回、大規模な漏水事故が発生

• ６日間漏水した配管が停止し、送水可能量が減少

費用対効果の試算における仮定

• バイパス管新設

（計画中）

• 浄水池の有効活用

• 他事業体からの応

援給水

他の対策例現状と事例

• 府営水道の全配管（約560km）に
おいて、毎年１０件前後の漏水事
故が発生

• 過去の漏水事故による府民への
断水被害はなし

• 複数系統管、浄水池、市町村配
水池の運用で対応

• 老朽管の更新を実施中

• 漏水事故による被害が大きな箇
所は右図のとおり

• 北大阪地域は、三島・庭窪浄水
場もあり、漏水事故の影響はほと
んどなし

村野
浄水場

枚岡
ポンプ場

美陵
ポンプ場

富田林
ポンプ場

狭山
ポンプ場

泉北浄水池

藤井寺
ポンプ場

該当
箇所

43

•供給水量が少ないと付加価値は高い

•供給水量が多いと付加価値は低い事故時

複数水源
あり

危機発生時の

供給水量

既施設からの
供給可能量

複数水源からの供給
可能量

付加価値
増加量

供給水量 多量

ペットボトル
並の価値

水道料金並の
価値

付加
価値

高い

（５）効果の算定
１） 水道水の付加価値の設定（分析マニュアルより）

複数水源により増加する供給可能水量の付加価値を効果として算定

複数水源
なし

44

※市町村自己水源量には吹田市、枚方市、寝屋川市、守口

市の淀川取水分を含まない紀の川浄水場

安威川浄水場

２）効果の試算例
（淀川での水源事故）

府水既存浄水場は送水停止

事故は１日で復旧

40  40
自己水
56

20

府営水
162

0

50

100

150

200

250

平常時 事故時 ＋紀の川

供
給
水
量
（
万
m
3
/
日
）

淀川以外の
自己水

＋安威川

効果の試算結果
紀の川 ４５億円
安威川 ８億円15
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（６） 費用

※１ ダムの維持管理費は水源負担金の１％を見込んだ

※２ 施設維持管理費は施設事業費等（用地費除く）の２％を見込んだ

650112施設事業費，調査費 （億円）

696450水源負担金，基金 （億円）

4417施設用地費 （億円）

132.2施設維持管理費 （億円／年）

74.5ダムの維持管理費 （億円／年）

紀の川安威川
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1.6 程度2.1 程度Ｂ／Ｃ 現状計画

（危機管理＋水需要）

0.3 程度

3,100億円程度
・水需要への対応 ： 2,509

・危機への対応 ： 592

渇水：136 震災：130
水源事故：45 村野事故：90
送水管事故：146 テロ：45

1,980億円程度
水源関係：839
用地・施設関係：1,142

日量１３万m3

紀の川

日量７万m3容量

1,480億円程度
・水需要への対応 ： 1,333

・危機への対応 ： 144

渇水：61 震災：67
水源事故：8 村野事故：0
送水管事故：0 テロ：8

効果

720億円程度
水源関係：543
用地・施設関係：177

費用

（50年間）

0.2 程度Ｂ／Ｃ （危機管理）

安威川項目

（７） 複数水源の費用対効果 試算結果

＊効果については、一定の想定に基づく試算値である。ただし、定量化が困難な要素も考えられる。
＊評価期間と換算係数は分析マニュアルによる。

・ 評価する期間は50年間

・ 費用については耐用年数，割引率などを勘案した換算係数を乗じた

（例） 維持管理費の換算係数は21.48 

47

（８）複数水源の検討のまとめ

水需要が伸びない中では、より効果的、効率的な
複数水源、危機管理対策が求められる

＊「既負担額」、「開発状況」、「見直しに伴う負担」、

「長期的な視点」などを考慮

水源開発の参画のあり方を見直す必要

48

１．新規水源の負担・開発状況

1,100

740

1,110

1,400

総事業費
（億円）

５％
（20/381）

７４％
（55/74）

７５％
（345/462）

３３％
（140/423）

既負担率
（億円）

•総事業費・負担率は、
大堰分 （２万m3 ）を記載

•残り１１万m3 は調整中

大堰は
本体完成済

１３紀の川利水

•淀川本川から取水本体未着工３大戸川ダム

•淀川本川から取水本体未着工２０丹生ダム

本体未着工７安威川ダム

備 考開発状況
開発水量
（万ｍ3/日）

※1   既負担率は （H16年度末までの府水負担額）／（府水の総負担額） を示す

※1

※2

※2   H6年度に国から水資源機構に事業を継承
負担は国直轄ダム（H4,H5）分のみ支出（機構分は完成後、割賦負担）

Ⅲ．今後の方向性

16
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既投資の有効活用

「安全」「安定」「低廉」 のバランスを最大限考慮

必要最小限の投資

利水安全度の低下や
危機管理などへの備え
（長期的な視点）

２．水源見直しの基本方針

50

３．水源計画検討の方向
渇水時にも日平均給水量は供給できるよう231万m3/日
を確保

複数水源（安威川ダム、紀の川利水）について

大戸川、丹生ダムについて、参画の見直しを進める

水資源開発には非常に長い期間を要することから、長期的視点も必要

安定供給、危機管理の観点から、複数水源は一定の効果

水道事業経営の観点からは、これまでの投資を有効に活かし、今後の支

出を必要最小限に抑えるべき

臨海工水は水利権の確定に向けた調整を進める

国等、関係者との協議調整が必要

府工水は転用量の検討を進める

利水安全度を考慮

51

具体的な水源の内訳については、長期的な

視点で、安定供給、危機管理の観点から、

複数水源の確保や府工水の転用など、関係

者との協議のうえ確定する

今後、淀川水系における『水資源開発基本

計画(フルプラン)』での水源施設の整備方

針に反映されるよう協議調整を行う

52

４．施設能力に対する方針

更新・改良時などにも安定供給できるよう

現有施設を維持・活用

施設の老朽化が進行し、本格的な施設更新・維持管理

の時代

施設の更新・改良時などにおける施設能力の低下に備

えるため、現有施設能力が必要

17



1

大阪府の水源計画

平成17年8月

2

１．はじめに
１） 水源計画見直しまでの経緯

• 包括外部監査結果（平成１６年２月）
・水需要の再予測を検討すべき

・複数水源の実現は費用対効果を十分に検討すべき

・安威川浄水場の見直しも含めた適正な施設整備が必要

• 大阪府建設事業評価委員会の意見具申（平成１６年２月）
・水需要対策としての必要性や危機管理対策全体の中での位置付けについて検証・精査が必要

・再度、利水機能の必要性を判断する必要がある【安威川ダム利水】

• 第５回大阪府水道部経営・事業等評価委員会の意見具申
（平成１７年３月）

・水需要予測値（H27年度）は妥当である
・利水安全度を考慮した必要水源量（水源確保量）は妥当である

【水需要部会を設置し、将来
需要量の検証・精査を実施】

3

１５０１８１下位

１６７２０１中位

１８０２１６上位

１日平均

需要水量

１日最大

需要水量

単位 ： 万m3 /日

必要な水源

需要水量の上位値をもとに検討

さらに、近年の少雨化傾向を考慮（利水安全度の低下）

２）府営水の将来水需要予測結果（平成27年度）

4

府営水道の水源施設の利水安全度（淀川）は、７８％*1

10年確率で、水利権量の７８％しか取水できなくなる時期が来る

淀川の渇水は秋～冬にかけて発生（水需要量は、ほぼ日平均水量に相当）

*1 平成16年10月時点の国土
交通省近畿整備局調査結果

【方針】 利水安全度を考慮し、１０年に１度の渇水に対応

渇水時にも日平均給水量は確保

３）府営水道の水源確保量

必要な水源確保量

淀川の渇水に対応可能とするため、

日量２３１万㎥の水源を確保
１８０万m３ （上位日平均水量） ÷ ０．７８

＝ ２３１万m３

19



5

２．現状の大阪府の水源計画

１）現在の水源計画（給水量ベース）

計 ２５３ 計 ２３１

【単位：万ｍ3/日】

安威川ダム ７

丹生ダム
２３

大戸川ダム

紀の川利水 １３

既得
２１０万ｍ3/日

検討案

安威川ダム
紀の川大堰 ９
府工水転用

の中から9万m3

臨海工水転用 １２

既得 ２１０ 既得 ２１０

変更前の計画（H１３．３~）

6

２）丹生ダム・大戸川ダムの現状（利水撤退）

丹生ダム・大戸川ダム

丹生ダム（水資源機構ダム） ： 各利水者が撤退を表明し、治水ダムとして継続

（H17.7.1 公表）

大戸川ダム（特定多目的ダム）： 各利水者が撤退を表明し、ダム事業を当面実施しない

（H17.7.1 公表）

撤退負担金
撤退ルール（水資源機構法及び特定多目的ダム法）により、さらに一定の費用負担【撤退負担金】
が発生する。

①丹生ダム・大戸川ダム撤退負担金の協議・精査
②臨海工水の水利権確定

利水撤退の課題 協議先：国土交通省 他

7

各利水者が撤退を表明し、
治水ダムとして継続

（H17.7.1公表）

５％
（20/381）本体未着工1,100２０丹生ダム

各利水者が撤退を表明し、
ダム事業を当面実施しない

（H17.7.1公表）

７４％
（55/74）本体未着工740３大戸川ダム

1,110

1,400

総事業費
（億円）

７５％
（345/462）

３３％
（140/423）

既負担率
（億円）

大堰は
本体完成済

２紀の川利水

本体未着工７安威川ダム

備 考開発状況
開発水量
（万ｍ3/日）

※1   既負担率は （H16年度末までの府水負担額）／（府水の総負担額） を示す

※1

※2

※2   H6年度に国から水資源機構に事業を継承
負担は国直轄ダム（H4,H5）分のみ支出（機構分は完成後、割賦負担）

３）新規水源の負担・開発状況

8

３．水源確保(231万㎥／日)の基本方針

「安全」「安定」「低廉」 のバランスを最大限考慮

今後の府民負担の最小化

【必要最小限の投資】

既投資（水源負担）の

有効活用

長期的な視点での安定供給

【利水安全度低下や

危機管理などへの備え】

20



9

４．検討を進める上での課題

安威川ダム

一定程度進捗している事業であり、生活再建対策は従前

どおり進める必要がある

治水対策の早期完成を図る必要がある

紀の川大堰

堰本体が既に完成し、暫定運用中

治水対策として事業は実施する必要がある

10

水源費用の既投資額（H16まで）

安威川ダム（水源費）：約140億円

紀の川大堰（水源費）：約345億円

既投資の有効活用（利水負担）

両水源から撤退すれば、撤退ルール（特定多目的ダム法等）により、

さらに一定の費用負担【撤退負担金】が発生

・安威川ダム：【約91億円】（設計変更、不要となる用地費用など）

・紀の川大堰：【約60億円】（ＪＲ橋の架替工事費用など）

府工水転用費用

・府工水転用：約7億円(1万㎥／日あたり)

既投資額の有効活用を図るため安威川ダム・
紀の川大堰の利水継続を検討する

５．既投資の有効活用

11

６．今後の負担の検討

０７９府工水転用

２１０紀の川大堰

７１０安威川ダム
水源配分

（万㎥／日）

63
(38)

79
(54)

21 
(21)

国負担

530
(362)

180
(129)

193
(193)

府負担

593
(400)

259
(183)

214
(214)

（億円）利水負担

総 額

水源配分毎の利水負担比較 金額は概数

※今後の水源確保に関して、利水負担が最小化となる9万㎥／日の内訳は、
• 安威川ダム 1万㎥／日
• 紀の川大堰 1万㎥／日
• 府工水転用 7万㎥／日 となる。

※1

※2

※1 ： 安威川ダム、紀の川大堰の水道の国庫補助は1万㎥／日として計算（撤退負担金の範囲内）
※2 ： （ ）書き下段は浄水施設抜きで試算

１）今後の利水負担の検討

12

０７９府工水転用

２１０紀の川大堰

７１０安威川ダム
水源配分

（万㎥／日）

422 
(397)

526  
(501)

453
(453)

国負担

825
(657)

547              
(496)

583
(583)

府負担

1,247
(1,054)

1,073
(997)

1,036
(1,036)

（億円）総 額

水源配分毎の府民負担比較 金額は概数

※府民負担が最小化となる9万㎥／日の内訳も、
・安威川ダム 1万㎥／日、紀の川大堰 1万㎥／日、府工水転用 7万㎥／日
となる。

※1

※2

※1 ： 安威川ダム、紀の川大堰の水道の国庫補助は1万㎥／日として計算（撤退負担金の範囲内）
※2 ： （ ）書き下段は浄水施設抜きで試算

２）今後の府民負担の検証

21



13

紀の川浄水場

安威川浄水場
1. 大阪府は、安威川ダム、紀の
川大堰からの利水により、淀
川のみの依存状況から水源の
複数化が図られ安定供給につ
ながる。

2. 安威川、紀の川各浄水場から
日量1万m3の給水により、震
災や水源事故、テロなどの危
機発生時に一定の効果が発揮
する。

3. なお、浄水施設については、
ダムの完成時期、今後の水需
要、利水安全度の低下動向な
どを把握しながら整備する予
定である。

７．安定供給について

14

203億円186億円純便益（便益－費用）

464億円程度
・水需要への対応 ：383
・危機への対応 ：81
渇水 ：16 震災 ：20
水源事故 ：8 村野事故：11
送水管事故：18 テロ ：8

261億円程度
安威川 水源、施設費等 ：132
紀の川 水源、施設費等 ：129

日量２万m3

（安威川１万m3 ・紀の川１万m3 ）

複数水源

日量２万m3容量

383億円程度
・水需要への対応 ：383
・危機への対応 ：0便益

197億円程度
撤退負担金 ：149
転用費用 ：14
維持管理費用 ：34

費用

（50年間）

工水転用項目

＊効果については、一定の想定に基づく試算値である。ただし、定量化が困難な要素も考えられる。
＊評価期間と換算係数は分析マニュアルによる。

・ 今後の費用負担について比較試算
・ 評価する期間は50年間
・ 費用については耐用年数，割引率などを勘案した換算係数を乗じた
（例） 維持管理費の換算係数は21.48 

複数水源の効果

15

８．結 論

変更後の水源計画（給水量ベース）

変更前の計画（H１３．３~）

計 ２５３ 計 ２３１

【単位：万ｍ3/日】

安威川ダム ７

丹生ダム
２３

大戸川ダム

紀の川利水 １３
紀の川大堰 １

既得
２１０万ｍ3/日

変更後の計画（H１７．８～）

安威川ダム １

府工水転用 ７

臨海工水転用 １２

既得 ２１０ 既得 ２１０
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今後の負担

－３３４２５９５９３
合 計

（今後の負担）

＋ ４９４９０

今後の負担

紀の川大堰

今後の負担

安威川ダム

概算事業費（単位：億円）

△1万㎥／日１万㎥／日２万㎥／日

＋7万㎥／日７万㎥／日０万㎥／日府工水転用

△6万㎥／日１万㎥／日７万㎥／日

－１０３９５１９８

－２８０１１５３９５

減少額変更後現行計画

浄水施設を含めた利水負担の縮減
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９．今後の課題

１）水道部経営・事業等評価委員会での審議、評価

２）関係機関との協議

・安威川ダム【府建設事業評価委員会への報告、審議、評価】

・紀の川大堰【国の大堰事業基本計画の変更、和歌山県の同意】

・臨海工水 【水利権の確定】

・府工業用水【転用調整及び水利権の確定】

水利権の確定には、国の淀川水系水資源開発基本計画（フルプラン）

での位置付け（滋賀県の同意必要）改訂は18年度

・大戸川、丹生ダム【国交省と撤退負担金の協議】

３）水資源費用と水道経営への影響

18

547

526

1,073

７

１

１

698

489

1,187

５

２

２

674

486

1,160

７

２

０

825

422

1,247

０

２

７

９府工水転用

０紀の川大堰

０安威川ダム

水源配分

（万㎥／日）

453国負担

583府負担

1,036（億円）総 額

水源配分毎の負担比較 金額は概数

※1

※2

※1 ： 浄水場等水道施設事業費を含む
※2 ： 安威川ダム、紀の川大堰の水道の国庫補助は1万㎥／日として計算（撤退負担金の範囲内）

水源配分毎の負担比較
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